
    

施設利用料一覧表 
                                                    （令和元年10月1日改正） 

 
１．ホール等（文化会館） 

利 用 区 分 

利 用 料 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼 夜 全 日 超過時間 

午前9時 

から正午 

まで 

午後1時 

から午後

5時まで 

午後6時

から午後

10時まで 

午前9時

から午後

5時まで 

午後1時

から午後

10時まで 

午前9時

から午後

10時まで 

1時間に

つき 

ホ

ー

ル 

入場料を徴収 

しないで利用する 

場合 

平 日 14,600円 23,000円 28,200円 37,600円 51,300円 67,000円 6,200円 

日曜、土曜

及び休日 
16,700 27,100 31,300 44,000 59,600 76,300 7,300 

1,000円以下の 

入場料を徴収して

利用する場合 

平 日 18,800 30,300 37,600 49,100 69,000 88,000 8,300 

日曜、土曜

及び休日 
22,000 36,600 41,800 59,600 79,500 101,500 9,300 

1,000円を超え 

3,000円以下の 

入場料を徴収して

利用する場合 

平 日 25,000 39,700 49,100 66,000 90,000 116,200 10,300 

日曜、土曜

及び休日 
28,200 47,000 55,500 76,300 102,600 132,000 12,500 

3,000円を超える 

入場料を徴収して

利用する場合 

平 日 29,300 47,000 58,600 77,500 106,800 136,100 13,500 

日曜、土曜

及び休日 
33,500 56,500 64,800 90,000 121,500 155,000 15,600 

楽 屋 １ 1,000 1,600 2,000 2,600 3,600 4,600 400 

楽 屋 ２ 800 1,200 1,600 2,000 2,800 3,600 300 

楽 屋 ３ 600 1,000 1,200 1,600 2,200 2,800 200 

リハーサル室 3,000 5,200 6,300 8,400 11,700 14,800 1,500 

練習室１及び２（各室） 1,000 1,600 2,000 2,600 3,600 4,600 400 

ホワイエ（ホール利用時は除く。） 午前9時から午後10時まで                        10,500円 

 

 

２．展示室等（文化会館） 

区 分 

利 用 料 

午前 9 時から

正午まで 

正午から午後

5時まで 

午後 5 時から

午後10時まで 

展 示 室 4,100円 5,600円 8,600円 

中 会 議 室 700 900 1,700 

工 作 室 1,200 1,600 2,600 

視 聴 覚 室 2,000 3,000 4,100 

展 示 ロ ビ ー 午前9時から午後10時まで     10,500円 

（備考）営利または営業のために利用する利用料の額は、当該区分に定める額の３倍の額とする。 

 

 

５．器具備品利用料    別途必要  詳細についてはお問い合わせ下さい。                          ６．電力利用料 

電気器具の定格消費電力の合計が１キロワットまでごとに 
利 用 料  終 日 利 用 

１００円  ３００円  

                                   （備考）利用料の額は利用１回（午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで、または午後６時から午後１０時まで） 

                                       についてのものとする。 

 

３．勤労青少年ホーム・女性ふれあい館 各室 

区 分 

利 用 料   
営 業 利 用  

終 日 の 額 
午前 8時 30分

から正午まで 

正午から 

午後5時まで 

午後5時から 

午後10時まで 

相 談 室 600円 700円 1,200円 ― 

音 楽 室 700 900 1,700 9,900円 

図 書 室 700 900 1,700 9,900 

講習・集会室 1,400 1,800 3,400 19,800 

和 室 1,300 1,600 2,900 ― 

料理実習室 1,200 1,600 2,600 ― 

軽 運 動 室  4,100 5,600 8,600 54,900 

営利または営業を 

目的とする場合 
各欄に定める額の３倍の額 

 

 

 

 

４．冷暖房利用料 

利 用 区 分 

利 用 料 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼 夜 全 日 超過時間 

午前 9 時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後 6 時

から午後

10時まで 

午前 9 時

から午後

5時まで 

午後 1時

から午後

10時まで 

午前9時 

から午後

10時まで 

1 時間に

つき 

文

化

会

館 

大ホール 15,000円 20,000円 20,000円 35,000円 40,000円 55,000円 5,000円 

楽屋１・２・３ （各室） 600 800 800 1,400 1,600 2,200 200 

リハーサル室 3,000 4,000 4,000 7,000 8,000 11,000 1,000 

練習室１・２ （各室） 600 800 800 1,400 1,600 2,200 200 

展示室 1,500 2,000 2,000 3,500 4,000 5,500 500 

中会議室、工作室 

（各室） 
600 800 800 1,400 1,600 2,200 200 

視聴覚室 1,500 2,000 2,000 3,500 4,000 5,500 500 

勤
青
・女
性
ふ
れ
あ
い
館 

相談室、音楽室 

図書室 （各室） 
600 800 800 1,400 1,600 2,200 200 

講習・集会室、和室 

料理実習室 （各室） 
1,200 1,600 1,600 2,800 3,200 4,400 400 

軽運動室（小ホール） 6,000 8,000 8,000 14,000 16,000 22,000 2,000 

 

 

 

 

駒ヶ根総合文化センター 


